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平成１６年６月２９日 
 
 
新エネルギー等発電事業者の方々 

 
 

新エネルギー等電気利用推進室 
 
 
 

新エネ発電設備を“譲渡”した場合の手続き 

 
 
 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法第９条の規定に基づき認定された新エ

ネルギー等発電設備を譲渡する場合における手続き方法を以下に示します。 
 

１．想定される譲渡のケース 

 
 下記のとおり、譲渡事業者が１設備のみを保有しているケースと、複数設備を保有しているケース

が想定されます。 
 
 ①一設備のみを保有する事業者が当該設備を譲渡する場合（ケースＡ） 
 
     
 
 
 
 ②複数設備を保有する事業者が全ての設備を譲渡する場合（ケースＢ） 
 
     
 
 
 
 
 ②複数設備を保有している事業者がそのうち一部設備のみを譲渡する場合（ケースＣ） 
 
     
 
 
 

事業者Ｘ 
（譲渡事業者） 

事業者Ｙ 
(譲受事業者） 一設備を譲渡 

事業者Ｘ 
(譲渡事業者) 

事業者Ｙ 
(譲受事業者) 複数設備を譲渡 

事業者Ｘ 
(譲渡事業者) 

事業者Ｙ 
(譲受事業者) 一部設備を譲渡 
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２．本資料における譲渡の定義 

 本資料における「譲渡」とは、合併、分割、相続の場合を除き、新エネルギー等を電気に変換する

設備を用いて発電し、又は発電しようとする者が変更する場合を指す。 
 具体的には、認定設備に係る財産権や利用に係る権利を他に移転することをいう。 
 

３．譲渡に伴う申請・届出 

 
 新エネ等発電設備が譲渡された場合、基本的には、譲渡事業者が「新エネ等発電設備廃止

届出書（様式第１１）」を提出し、譲受事業者が「新エネ等発電設備認定申請書（様式第

９）」を提出することでご対応いただきます。 
 
 ただし、下表にあるＡかつＢに該当する場合に限り、特例として、「新エネルギー等発電設備氏名

等変更届出書」により譲渡した発電設備に係る新エネ発電事業者の変更を行うことも可能です。 
 
 ＜特例が認められるケース：ＡかつＢのケース＞ 

 
 
Ａ 
 

 
①譲渡前の相当量を含めて新エネ発電設備を譲受事業者に譲渡する場合であっ

て、当該新エネ発電事業者（譲受事業者）が、譲渡後の相当量に係る権利を保

有している場合 
       又は 
②譲渡前・譲渡後の相当量を電気事業者に移転する契約等を交わしている場合 
 

Ｂ 管理方法に変更が伴わない場合（※） 
  ※管理方法に変更が伴わない場合とは、法第９条第１項第２号に規定する「発電の方法」に変

更が生じない場合のこと。（現在、「発電の方法」が認定基準となっている設備は、地熱とバ

イオマスのみ） 
 
 
  ※１：「相当量」とは、「新エネルギー等電気相当量」のこと。 

本資料において、単に「相当量」と表現した場合は、譲渡時点で「口座に記録されている相

当量」及び「口座に未記録の相当量」の両方をあわせた新エネルギー等電気相当量（譲渡設備

から発生した相当量に限る）を指す。 

 
 
「新エネルギー等発電設備氏名等変更届出書」を用いて手続きを行う場合、その他の手続きが同時

に発生します。 
新エネ等発電設備を譲渡する際に行う具体的手続きについては、次ページ以降をご参照ください。 

 
 
＜注意事項＞ 
・譲渡に伴い、「新エネルギー等発電設備氏名等変更届出書」をご提出される際は、紙媒体での

ご提出をお願いいたします。 
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３．手続き方法（その１） 

 
基本的には、本項目において記載する方法により手続きしてください。 

 
１．手続き方法（その１）で手続きを行うケース 
全ての譲渡のケースにおいて本手続きで処理することができます。 

 
２．具体的手続き 
 
手続きを行う者 手続き (※２) 提出先 
譲渡事業者 
 

新エネ等発電設備廃止届出書 ◎ 地方経済産業局 

譲受事業者 新エネ等発電設備認定申請書 
 

◎ 〃 

  （※２） ◎：必ず提出する申請書・届出書   
 
【補足】譲渡事業者が口座を保有している場合 
・譲渡事業者は、必要に応じ、「新エネ等電気相当量減量・増量届出書」を提出し、口座に記録

された相当量の移転を行います。 
（有効期限を過ぎた相当量は自動的に無効になります。） 
・ケースＡ、ケースＢの譲渡事業者は、設備を譲渡した時点で新エネ発電事業者としての地位を

失っているため、譲渡後、相当量の記録届出は行えません。口座に記録された相当量が０に

なった時点で、すみやかに「口座廃止届出書」をご提出ください。 
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４．手続き方法（その２） 
 
下記１．に該当する場合のみ、本手続きが行えます。 

 
１．手続き方法（その２）で手続きが行えるケース 
 「２．譲渡に伴う申請・届出」の＜特例が認められるケース＞に該当する場合に限り、本手続きに

よる処理が行えます。 
 
２．具体的手続き 
 
手続きを行う者 手続き (※３) 提出先 
譲渡事業者 新エネ等電気相当量の減量又は増量届出書 

 
（譲渡事業者の口座に譲渡設備に係る相当量が記録さ
れている場合） 
  

○ 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 

 口座廃止届出書 
（口座を保有している場合。ケースＡ・Ｂ限定） 
 

○ 〃 

譲受事業者 新エネ等発電設備氏名等変更届出書 
 

◎ 地方経済産業局 

 口座開設届出書  
（譲渡事業者が口座に譲渡設備に係る相当量を保有し

ている場合、かつ、譲受事業者が口座を保有してい

ない場合） 
 

○ 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 

 新エネ等電気相当量の減量又は増量届出書  
（譲渡事業者が口座に譲渡設備に係る相当量を保有し

ている場合）  

○ 〃 

  （※３） ◎：必ず提出する申請書・届出書 
       ○：表中の「手続き」欄に記載の（ ）内に該当する場合に、必ず提出する申請書・届出書 
 
【申請書・届出書提出にあたっての注意点】 
  ａ）新エネ等発電設備氏名等変更届出書 
・譲渡前の相当量を含めて新エネ発電設備を譲受事業者に移転することを証する書面、また

は、譲渡前・譲渡後の相当量を電気事業者に移転することを証する書面の提出が必要です。

（ex.契約書のコピー、譲渡事業者名で発出された書面等） 
  ただし、平成１５年２月１３日付け省エネルギー・新エネルギー部長通知第４「３．住

宅用等太陽光発電等」に規定された１０kW 以下の太陽光発電設備に関しては、認定時に上
記事実を確認済みのため、譲渡後の相当量に係る権利を電気事業者に帰属させる旨を証する

書面を添付することで足ります。 
・ケースＣの場合は、譲渡する設備の数だけ、本届出書を提出する必要があります。 
・本届出書の記載方法は、「５．新エネ等発電設備氏名等変更届出書の記載要領」を参照して

ください。 
 
ｂ）新エネ等電気相当量の減量又は増量届出書 
・譲渡設備から発生し、かつ、譲渡事業者の口座に記録されている相当量は、本届出書によ

り譲受事業者に移転してください。 
・本届出書にある「減量する事業者」欄には譲渡事業者の氏名等を、「増量する事業者」欄に

は譲受事業者の氏名等を記載して提出してください。 
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５．新エネ等発電設備氏名等変更届出書の記載要領 

 
譲渡に伴い、新エネ等発電設備氏名等変更届出書を提出する場合は、下記の記載要領に従い、ご

提出をお願いします。 
 
１．ケースＡ～Ｃ共通  
（１）「届出者」欄 
   ・事業者名は譲受事業者の情報を記載。（代行申請の場合は代行事業者名） 
   ・事業者 ID は、譲受事業者又は代行事業者が既に事業者ＩＤを取得している場合はそのＩＤ
を必ず記載し、それ以外の場合は空欄とする。 

 
２．ケースＡの場合（譲渡事業者が一設備のみ所有） 
（１）「変更概要」欄 
   ・「変更対象事業者情報」を必ずチェック。 
   ・「変更対象設備情報」は、譲渡に伴い設備名称が変更される場合にチェック。 
 
（２）「変更対象設備」欄 
   ・譲渡に伴い設備名称が変更される場合に記載。それ以外の場合は空欄とする。 
 
（３）「変更対象事業者」欄 
   ・譲渡事業者に関する情報を記載。 
   ・変更日についても忘れずに記載のこと。 
 
（４）四角囲い部分 
   ・変更項目に必要事項を記載。 
   ・変更理由には、譲渡の事実が確認できる内容を記載。 
    
３．ケースＢの場合（複数設備所有する譲渡事業者が全設備を譲渡） 
（１）「変更概要」欄 
   ・「変更対象事業者情報」：必ずチェック。 
   ・「変更対象設備情報」：譲渡事業者保有設備を一括で譲渡処理する場合は、チェックしない。 
    ※設備所在地が複数の地方経済産業局の管轄地域にまたがる場合は、一括での譲渡処理は行

えない。当初から一設備毎に発電設備指名等変更届出を提出。 
    ※設備名称を変更する場合は、一括譲渡処理を行った後に、名称を変更する設備について発

電設備氏名等変更届出を行うか、当初から一設備毎に発電設備氏名等変更届出を提出。 
 
（２）「変更対象設備」欄 
   ・一括譲渡処理する場合は記載しない。 
 
（３）「変更対象事業者」欄 
   ・譲渡事業者に関する情報を記載。 
   ・変更日についても忘れずに記載のこと。 
 
（４）四角囲い部分 
   ・変更項目に必要事項を記載。 
   ・変更理由には、譲渡の事実が確認できる内容を記載。 
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４．ケースＣの場合（複数設備のうち一部設備を譲渡） 
 （注意！）譲渡する設備１件毎に、譲渡する設備の数だけ届出書を提出します。 
 
（１）「概要」欄 
   ・「変更対象事業者情報」：必ずチェック。 
   ・「変更対象設備情報」：必ずチェック。 
 
（２）「変更対象設備」欄 
   ・譲渡する設備の名称を必ず記載。 
 
（３）「変更対象事業者」欄 
   ・譲渡事業者に関する情報を記載。 
   ・変更日についても忘れずに記載のこと。 
 
（４）四角囲い部分 
   ・変更項目に必要事項を記載。 
   ・「変更対象設備」欄に譲渡設備の名称を記載した場合であっても、設備名称に変更がない場

合は、「設備名称」欄は空欄にすること。 
   ・変更理由には、譲渡の事実が確認できる内容を記載。 
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（参考） 

 

 

譲渡の場合における新エネ等発電設備氏名等変更届出書記載要領 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

【届出者欄】 
・譲受事業者の氏名を記載。 
・譲受事業者が事業者 ID を取得済みの
場合に限り、当該 IDを記載。 

【変更概要欄】 
①「変更対象事業者情報」に必ずﾁｪｯｸ。 
②「変更対象設備情報」 
 ・ｹｰｽＣの場合は必ずﾁｪｯｸ。 
 ・その他、設備名称が変更される場合

はﾁｪｯｸ。 

【変更対象設備欄】 
・ｹｰｽＣの場合は譲渡設備の情報を必ず記

載。 
・その他、設備名称が変更される場合に

記載。 

【変更対象事業者欄】 
・譲渡事業者に関する情報及び変更日を

必ず記載。 

【四角囲い部分】 
①発電事業者名、代表者名、住所の３項

目については、変更前・変更後共に記

載。 
②変更理由は譲渡の事実が分かる内容を

記載。 
③設備名称・所在地欄 
 ・ｹｰｽＣの場合は、「変更対象設備」欄

にﾁｪｯｸした場合でも、設備名称に変更

がなければ空欄とする。 
 ・その他ｹｰｽにおいて、設備名称に変更

がある場合は記載。 


